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回次
第55期

中間連結会計期間
第56期

中間連結会計期間
第55期

会計期間
自 2023年3月21日
至 2023年9月20日

自 2024年3月21日
至 2024年9月20日

自 2023年3月21日
至 2024年3月20日

売上高 (百万円) 466,080 515,550 967,288

経常利益 (百万円) 253,909 265,717 519,295

親会社株主に帰属する中間(当期)純
利益

(百万円) 179,041 189,720 369,642

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 191,841 178,805 387,339

純資産額 (百万円) 2,647,084 2,948,608 2,806,193

総資産額 (百万円) 2,801,307 3,114,553 2,964,792

1株当たり中間(当期)純利益 (円) 738.24 782.27 1,524.14

潜在株式調整後1株当たり中間(当
期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 94.5 94.7 94.7

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 198,652 209,621 387,916

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △131,010 △143,257 △242,792

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △38,035 △38,589 △76,306

現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高

(百万円) 369,367 434,198 406,065

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当中間連結会計期間の世界経済は、製造業を中心に設備投資は継続している状況ですが、景気の先行き不透明感から引

き続き慎重な動きもみられました。北中南米では設備投資が底堅く推移したものの、欧州では慎重さもみられました。ア

ジアでは依然として一部に景気の弱さがみられ、国内においては、全体として持ち直しの動きがみられました。

　このような環境ではありましたが、当社グループといたしましては、中長期的な成長を維持する観点からも、企画開発

面での充実、営業面での強化を図ってまいりました。

　当中間連結会計期間における売上高は515,550百万円（前年同期比10.6％増）、営業利益は263,965百万円（同11.1％

増）、経常利益は265,717百万円（同4.7％増）、親会社株主に帰属する中間純利益は189,720百万円（同6.0％増）となり

ました。

　当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ149,760百万円増加し、3,114,553百万円となりました。こ

れは、投資有価証券が85,858百万円増加したことなどによるものであります。

　当中間連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ7,345百万円増加し、165,944百万円となりました。これは、

未払法人税等が5,447百万円増加したことなどによるものであります。

　当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ142,415百万円増加し、2,948,608百万円となりました。こ

れは、利益剰余金が153,341百万円増加したことなどによるものであります。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ28,132百万円

（6.9％）増加し、434,198百万円(前年同期比17.6％増)となりました。当中間連結会計期間における各活動によるキャッ

シュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、209,621百万円となりました。これは当中間連結会計期

間において、税金等調整前中間純利益を265,717百万円計上したことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少額は、143,257百万円となりました。これは有価証券の取得に

より129,135百万円を支出したことなどによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少額は、38,589百万円となりました。これは配当金として36,378

百万円を支出したことなどによるものです。

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(4）経営方針・経営戦略等

　当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

(6）研究開発活動

　当中間連結会計期間の研究開発費の総額は14,688百万円であります。
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(7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金需要の主な内容は、営業活動に必要な資金及び企画開発面における研究開発資金であり、これらの

調達方法につきましては、営業活動により獲得した資金を充当することとしております。

(8）経営成績に重要な影響を与える要因

　「第２事業の状況 １事業等のリスク」に記載のとおり、当中間連結会計期間において重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 600,000,000

計 600,000,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
中間会計期間末

現在発行数（株）
（2024年9月20日）

提出日現在
発行数（株）

（2024年11月1日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 243,207,684 243,207,684 東京証券取引所　プライム市場
単元株式数

100株

計 243,207,684 243,207,684 － －

②【発行済株式】

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

自 2024年3月21日
至 2024年9月20日

－ 243,207,684 － 30,637 － 30,526

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2024年9月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

株式会社ティ・ティ 大阪府豊中市新千里南町3丁目23-2 36,571 15.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区赤坂1丁目8番1号 31,580 13.02

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海1丁目8-12 20,262 8.35

公益財団法人キーエンス財団 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目3-14 11,100 4.57

滝　崎　武　光 大阪府豊中市 7,654 3.15

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 

505001

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, 

BOSTON, MASSACHUSETTS

（東京都港区港南2丁目15-1）
7,114 2.93

JP MORGAN CHASE BANK 385632

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF, 

LONDON, E14 5JP,  UNITED KINGDOM

（東京都港区港南2丁目15-1）

5,524 2.27

BNYM AS AGT／CLTS NON TREATY JASDEC

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW 

YORK 10286 U.S.A.

（東京都千代田区丸の内1丁目4番5号）

4,869 2.00

STATE STREET BANK WEST CLIENT - 

TREATY 505234

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, 

MA 02171, U.S.A.

（東京都港区港南2丁目15-1)
3,861 1.59

GOVERNMENT OF NORWAY

（常任代理人　シティバンク、エヌ・エ

イ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO  

0107 NORWAY

（東京都新宿区新宿6丁目27番30号）

3,861 1.59

計 － 132,401 54.59

(5) 【大株主の状況】

（注）  2023年3月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及び

その共同保有者であるブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー、ブラックロック・インベストメント・

マネジメント・エルエルシー、ブラックロック（ネザーランド）BV、ブラックロック・ファンド・マネジャー

ズ・リミテッド、ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー、ブラックロック・アセット・マネジメント・

アイルランド・リミテッド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、ブラックロック・インスティテュー

ショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．が2023年2月28日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨

が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、

上記大株主の状況には含めておりません。当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株）

株券等保有割合

(％)

ブラックロック・ジャパン株式

会社
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 3,706 1.52

ブラックロック・アドバイザー

ズ・エルエルシー

米国　デラウェア州　ウィルミントン　

リトル・フォールズ・ドライブ　251
321 0.13

ブラックロック・インベストメ

ント・マネジメント・エルエル

シー

米国　デラウェア州　ウィルミントン　

リトル・フォールズ・ドライブ　251
243 0.10

ブラックロック（ネザーラン

ド）BV

オ ラ ン ダ 王 国 　 ア ム ス テ ル ダ ム　

HA1096　アムステルプレイン　1
533 0.22

ブラックロック・ファンド・マ

ネジャーズ・リミテッド

〒EC2N 2DL　英国　ロンドン市　スロ

グモートン・アベニュー 12
468 0.19

ブラックロック(ルクセンブル

グ）エス・エー

ルクセンブルク大公国　L-1855　J.F.

ケネディ通り　35A
247 0.10

ブラックロック・アセット・マ

ネジメント・アイルランド・リ

ミテッド

〒4　D04 YW83　アイルランド共和国　

ダブリン　ボールスブリッジ　ボール

スブリッジパーク 2 　1階

1,212 0.50

ブラックロック・ファンド・ア

ドバイザーズ

米国　カリフォルニア州　サンフラン

シスコ市　ハワード・ストリート　400
3,161 1.30

ブラックロック・インスティテ

ューショナル・トラスト・カン

パニー、エヌ．エイ．

米国　カリフォルニア州　サンフラン

シスコ市　ハワード・ストリート　400
2,501 1.03
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2024年9月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 682,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 242,355,900 2,423,559 －

単元未満株式 普通株式 169,584 － 1単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 243,207,684 － －

総株主の議決権 － 2,423,559 －

(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

2024年9月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数

（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社キーエンス
大阪市東淀川区東中島
1丁目3－14

682,200 － 682,200 0.28

計 － 682,200 － 682,200 0.28

②【自己株式等】

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

1　中間連結財務諸表の作成方法について

　 当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　 また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及

び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

2　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間（自 2024年3月21日 至 2024年9月20

日）に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年3月20日)

当中間連結会計期間
(2024年9月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 520,356 550,169

受取手形及び売掛金 307,526 296,014

有価証券 612,420 656,248

棚卸資産 ※ 77,613 ※ 77,406

その他 15,294 12,700

貸倒引当金 △1,383 △1,312

流動資産合計 1,531,827 1,591,225

固定資産

有形固定資産 75,870 77,667

無形固定資産 4,792 5,847

投資その他の資産

投資有価証券 1,314,220 1,400,078

長期性預金 17,957 17,648

その他 20,184 22,146

貸倒引当金 △60 △60

投資その他の資産合計 1,352,302 1,439,813

固定資産合計 1,432,965 1,523,327

資産合計 2,964,792 3,114,553

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,725 18,404

未払法人税等 71,229 76,676

賞与引当金 16,841 17,128

その他 43,566 41,327

流動負債合計 145,362 153,537

固定負債 13,236 12,407

負債合計 158,599 165,944

純資産の部

株主資本

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,541 30,541

利益剰余金 2,700,699 2,854,040

自己株式 △3,819 △3,830

株主資本合計 2,758,058 2,911,389

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 261 △897

為替換算調整勘定 47,876 38,119

退職給付に係る調整累計額 △2 △2

その他の包括利益累計額合計 48,135 37,219

純資産合計 2,806,193 2,948,608

負債純資産合計 2,964,792 3,114,553

１【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 2023年3月21日
　至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間
(自 2024年3月21日
　至 2024年9月20日)

売上高 466,080 515,550

売上原価 82,282 82,298

売上総利益 383,797 433,252

販売費及び一般管理費 ※ 146,132 ※ 169,287

営業利益 237,665 263,965

営業外収益

受取利息 2,301 3,905

持分法による投資利益 2,620 2,467

為替差益 10,506 －

雑収入 879 193

営業外収益合計 16,307 6,566

営業外費用

為替差損 － 4,705

雑損失 63 108

営業外費用合計 63 4,814

経常利益 253,909 265,717

税金等調整前中間純利益 253,909 265,717

法人税等 74,867 75,997

中間純利益 179,041 189,720

親会社株主に帰属する中間純利益 179,041 189,720

(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 2023年3月21日
　至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間
(自 2024年3月21日
　至 2024年9月20日)

中間純利益 179,041 189,720

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △671 △1,153

為替換算調整勘定 13,476 △9,842

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 81

その他の包括利益合計 12,800 △10,915

中間包括利益 191,841 178,805

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 191,841 178,805

【中間連結包括利益計算書】
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 2023年3月21日
　至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間
(自 2024年3月21日
　至 2024年9月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 253,909 265,717

減価償却費 6,041 7,735

受取利息及び受取配当金 △2,337 △3,948

為替差損益（△は益） △419 416

持分法による投資損益（△は益） △2,620 △2,467

売上債権の増減額（△は増加） 22,104 5,676

棚卸資産の増減額（△は増加） 825 △404

仕入債務の増減額（△は減少） △1,915 4,691

賞与引当金の増減額（△は減少） △178 581

その他 2,643 368

小計 278,052 278,366

利息及び配当金の受取額 2,580 3,991

法人税等の支払額 △81,979 △72,735

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,652 209,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △9,926 △5,256

有価証券の増減額（△は増加） △113,680 △129,135

有形固定資産の取得による支出 △5,848 △7,289

その他 △1,555 △1,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △131,010 △143,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加） △12 △10

配当金の支払額 △36,378 △36,378

その他 △1,644 △2,199

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,035 △38,589

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,241 358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,364 28,132

現金及び現金同等物の期首残高 344,002 406,065

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 369,367 ※ 434,198

(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　法人税等の算定に関しては、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税金等調整前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

前連結会計年度
（2024年3月20日）

当中間連結会計期間
（2024年9月20日）

商品及び製品 35,843百万円 33,687百万円

仕掛品 8,641 9,848

原材料 33,128 33,870

（中間連結貸借対照表関係）

　　　※　棚卸資産の内訳

　前中間連結会計期間
（自 2023年3月21日

    至 2023年9月20日）

　当中間連結会計期間
（自 2024年3月21日

    至 2024年9月20日）

役員報酬及び従業員給料手当賞与 58,929百万円 67,939百万円

賞与引当金繰入額 13,896 15,612

研究開発費 11,945 14,688

（中間連結損益計算書関係）

　　　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自 2023年3月21日

至 2023年9月20日）

当中間連結会計期間
（自 2024年3月21日

至 2024年9月20日）

現金及び預金勘定 474,964百万円 550,169百万円

預入期間が3ヵ月を超える定期預金 △105,597 △115,970

現金及び現金同等物 369,367 434,198

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。
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決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年6月14日
定時株主総会

普通株式 36,378 150 2023年3月20日 2023年6月15日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年10月27日
取締役会

普通株式 36,378 150 2023年9月20日 2023年11月20日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年6月14日
定時株主総会

普通株式 36,378 150 2024年3月20日 2024年6月17日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年10月29日
取締役会

普通株式 42,441 175 2024年9月20日 2024年11月25日 利益剰余金

（株主資本等関係）

前中間連結会計期間（自 2023年3月21日 至 2023年9月20日）

1　配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

2　株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当中間連結会計期間（自 2024年3月21日 至 2024年9月20日）

1　配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

2　株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、電子応用機器の製造・販売を中心に事業活動を展開する単一セグメントであるため、記載を省

略しております。
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地域別売上高

　国内 166,145

　海外 299,934

　顧客との契約から生じる収益 466,080

　その他の収益 －

　外部顧客への売上高 466,080

地域別売上高

　国内 178,623

　海外 336,927

　顧客との契約から生じる収益 515,550

　その他の収益 －

　外部顧客への売上高 515,550

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　前中間連結会計期間（自　2023年3月21日　至　2023年9月20日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　当中間連結会計期間（自　2024年3月21日　至　2024年9月20日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前中間連結会計期間
（自 2023年3月21日

至 2023年9月20日）

当中間連結会計期間
（自 2024年3月21日

至 2024年9月20日）

1株当たり中間純利益 738円24銭 782円27銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する中間純利益

（百万円）
179,041 189,720

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純

利益（百万円）
179,041 189,720

普通株式の期中平均株式数（千株） 242,525 242,525

（1株当たり情報）

　　　1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　（注）　潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　第56期（自 2024年3月21日 至 2025年3月20日）中間配当については、2024年10月29日開催の取締役会において、2024

年9月20日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,441百万円

　②　1株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175円

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　　　　　　2024年11月25日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2024年10月28日

株式会社キーエンス

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

大阪事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 髙　　見　　勝　　文

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 片　　岡　　洋　　貴

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キーエンス

の2024年3月21日から2025年3月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年3月21日から2024年9月20日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、株式会社キーエンス及び連結子会社の2024年9月20日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての

重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。



(注) 1　上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2　XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上


